


1 助成対象経費•助成額
※ 1 | 

| 設備購入費※2

超急速充電設備
（出力90kW以上）

全額
（機種ごとの上限あり）

［ 【蓄電池付き充電駿備の場合】 ］ 
上記金額＋335万円

急速充電設備
（出力10kW以上）

普通充竜設備
V2H充放竜設備
充竜用コンセントスタンド

半額
（機種ごとの上限あり）

充電用コンセント

―＇秤t=半額（上限 125万円）
V2B充放電設備※3 ·え一閃一3/4（上限 187.s万円／基）

配阻ここ＇全額（上限 250万円／基）

※1 助成額は消費税その他助成対象外経費を除いた金額です。

※2 国補助金を併用する場合は、その交付金額を差し引いた額が上限額となります。

| 設置工事費※2

上限 1,600万円／基
［ 【公道へ駿置する場合】 ］ 

上限 2,500万円／基
［ 【大親模事叢所へ設置する場合】 ］ 

上限 1,750万円／基

上限 309万円／基“

［ 【公道へ殿置する場合】 ］ 
上限 1,200万円／基※4

［ 【大親模事業所へ設置する場合】 ］ 
上限 460万円／基“

＿い＝＿上隈 135万円
·n」9

ー ．--一上隈 68万円／基
r-

【懺械式駐車場へ設置する場合】 ― 
＿！i-一上隈 171万円

ー ·ぼ！十ト一上限 86万円／基 ＿ 

『

_『-1=―上隈 95万円
·n9. •一上限 48万円／墓

【懺械式駐車場へ設置する場合】 ― 
＿い＝＿上限 171万円

� ■王］�=一上隈 86万円／基 ＿

·ヽ9ふth二�半額（上限 62.s万円）
·ハ一ロー3/4（上隈 93.7万円／墓）
国！：E：コl全額（上限 125万円／墓）

※ 3 設置するV2B 充放電設備基数以上の電気自動車を運用（保有等）する場合に限ります。また、V2B 充放電設備用のエネルギーマネジメント設備の導入が必須要件となります。
※4 出力(kW)あたりの上限単価が変動します。上記金額とのいずれか低い方の金額が上限額となります。

| 申請要件 | 助成額

受変電設備改修費 合計出力50kW以上の充電設備を設置する場合 上隈 435万円
遠隔制御用エネルギー 充電設備の遠隔制御及び監視を行うエネルギー

上限 30万円マネジメント設備導入費 マネジメント設備を導入する場合

通信機能付き充竜設備 充電設備の遠隔制御及び監視等を行い、 ー：；「ぷ5.F一 10万円／基
導入上乗せ補助※ 課金機能を備えた充電設備を設置する場合 ,Ei四氾H;1 3万円／基

上限 7万円／区画
先行配管工事 将来的に充電設備を設置する予定の駐車区画等に ［ 【機械式駐車場へ設置する場合】 ］ 対して、事前に配管工事等を行う場合

上限 30万円／区画

―『-一仔「一半額（上限 15万円）
V2B充放電設備用エネルギー V2B充放電設備の制御用に ーハーが・「一3/4（上限 22.s万円／基）マネジメント設備導入費 エネルギーマネジメント設備を導入する場合

日1:!EE9 全額（上隈 30万円／基）

※ 工事費において、補助上限額を超過した場合、導入費の上限額を本助成額まで引き上げます。

1 公共用充電設備の運営にかかる費用
※ 1 | 

| 設備種別 | 保守費等 | 電気基本料金※2

超急速充電設備 上限 334万円／基

上限 40万円／墓
（設置後8年間まで）

助成対象 （設置後3年間まで）
上隈 66万円／基経費・助成額 急速充電設備
（設置後8年間まで）

普通充電設備
（定格出力6kW以上）

※ 1 充電設備普及促進事業に申請した方が助成対象となり、「充電設備運営支援事業」での助成となり ます。
※ 2 電気基本料金の助成額のうち 1/2 は再生可能エネルギーの電力割合に応じて助成します。

| 土地の使用に要する経費

上隈 62万円／基
（設置後8年間まで）
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